
今月の納付案内

国民健康保険税（第５期）
後期高齢者
医療保険料
の納期限は、
11 月30 日（水）です。

！
（第５期）

●便利な「口座振替」を
　ご利用ください。
●コンビニやペイジー、
　クレジットカードでも
　納付できます。
　（後期高齢者医療保険料、
　介護保険料は除く）

　
市
税
は
、
福
祉
や
教
育
、
道
路
な
ど
を
支
え
る
大
切
な
財
源
で
す
。

市
税
の
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
滞
納
す
る
と
、
滞
納
し
た
人
に
と
っ
て
も
、
計
算
に
よ
り
延
滞

金
が
加
算
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
な
ど
負
担
が
増
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　
ま
た
、
督
促
状
や
催
告
状
の
発
送
な
ど
の
事
務
費
用
も
発
生
し

ま
す
。
こ
の
事
務
費
用
も
税
金
か
ら
支
出
さ
れ
ま
す
。
今
後
も
納

期
限
内
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
市
税
の
滞
納
に
つ
い
て

▼
滞
納
と
は

　
市
税
を
納
期
限
ま
で
に
納
付
し

な
い
こ
と
を
言
い
ま
す
。

▼
納
期
限
を
過
ぎ
る
と

　
納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
さ
れ

な
い
と
「
督
促
状
」
を
発
送
し
ま

す
。
督
促
状
を
発
送
し
て
か
ら
10

日
経
過
し
て
も
納
付
さ
れ
な
い
場

合
は
「
滞
納
処
分
」
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

▼
督
促
状
・
催
告
状
の

　
発
送
後
も
滞
納
が
続
く
と

　
理
由
な
く
滞
納
が
続
い
た
と
き

は
、
納
期
限
ま
で
に
税
金
を
納
め

た
納
税
者
と
の
公
平
性
を
保
つ
た

め
、
そ
し
て
市
の
財
源
確
保
の
た

め
に
積
極
的
な
差
押
な
ど
の
滞
納

処
分
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
滞
納
処
分
と
は

　
滞
納
者
の
意
思
に
関
わ
り
な
く
、

滞
納
と
な
っ
て
い
る
税
金
を
強

制
的
に
徴
収
す
る
た
め
に
、
そ
の

人
の
財
産(

給
与
、
預
金
、
不
動

産
、
動
産
な
ど)

を
差
し
押
さ
え

て
、
換
価(

差
し
押
え
た
財
産
の

取
立
て
や
公
売)

を
行
い
、
滞
納

に
な
っ
て
い
る
税
金
に
充
て
て
完

納
さ
せ
る
一
連
の
手
続
き
の
こ
と

を
言
い
ま
す
。

問
納
税
課
納
税
班
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93
）
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４
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■
猶
予
制
度
に
つ
い
て

　
次
の
理
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、

申
請
す
る
こ
と
で
、
１
年
以
内
の

期
間
に
限
り
、
徴
収
の
猶
予
が
認

め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
財
産
に
つ
い
て
災
害
を
受
け
た
、

　
ま
た
は
盗
難
に
遭
っ
た

②
納
税
者
ま
た
は
そ
の
生
計
を
一

　
に
す
る
親
族
が
病
気
に
か
か
っ
た
、

　
ま
た
は
負
傷
し
た

③
事
業
を
廃
止
ま
た
は
休
止
し
た

④
事
業
に
つ
い
て
著
し
い
損
失
を

　
受
け
た　
な
ど

▼
換
価
の
猶
予
と
は

　
納
税
に
つ
い
て
誠
実
な
意
思
を

有
す
る
人
が
、
市
税
を
一
時
に
納

付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
の
継

続
ま
た
は
生
活
の
維
持
を
困
難
に

す
る
恐
れ
が
あ
る
と
き
な
ど
、
一

定
の
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、

１
年
以
内
の
期
間
に
限
り
、
滞
納

処
分
に
よ
る
財
産
の
換
価
の
猶
予

が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
猶
予
期
間
と
は

　
徴
収
猶
予
の
期
間
は
原
則
１
年

以
内
で
す
。
し
か
し
、
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た

と
き
は
、
す
で
に
猶
予
を
し
た
期

間
と
併
せ
て
、
最
長
２
年
以
内
で

徴
収
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問成田税務署　 （28）５１５１

税
金
は
く
ら
し
を
支
え
る
大
切
な
財
源
で
す

市
税
の
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
を

　ｅＬＴＡＸは、地方税における手続きをイン
ターネットを利用して電子的に行うシステムです。
■ｅＬＴＡＸのメリット
○手続きは自宅やオフィスから
○複数の地方公共団体へまとめて一度に送信
○ｅＬＴＡＸのサービスは無料
　平成 29 年１月から、国と地方にそれぞれ提

出する義務のある源泉徴収票・給与支払報告

書の電子的提出の一元化が始まります。

 詳しくはホームページで確認できます。
●ｅＬＴＡＸホームページ
H P http://www.eltax.jp/
問い合わせ先
●ヘルプデスク　 ０５７０（０８）１４５９
●（一社）地方税電子化協議会  （28）５１５１

地方税の申告は
で！

エルレンジャー

連載特集

岩﨑久彌と末廣農場
　末廣別邸の寄附に至る経緯と
　　現在までの取り組み、そしてこれから

久彌亡き後の末廣別邸と

　末廣別邸の寄附の経緯について

内容は２、３ページに掲載しています。

　市では、11 月を収納強化月間として、市

税などの未納がある人を対象に、電話催告

や休日納付相談の開催日を増やして実施し

ます。11 月は、毎週日曜日に次の取り組み

を行います。

■休日電話催告
　市税の納付遅れや滞納額の増加を防止す
るため、納付の確認ができない人に電話で
お知らせします。なお、特定の金融機関や
口座番号への振り込み指示は行いません。
■市税休日納付相談
　特別な事情で、市税の納付が困難な人の
ために休日納付相談を実施しています。
　詳しくは５ページに掲載しています。

11 月は市税収納強化月間

24 25 26 27 28
（８月末 )

不動産 16 24 16 23 15
給与 2 5 14 23 6
預貯金 254 487 738 913 368
生命保険 38 46 55 31 45
所得税還付金 2 9 5 8 5
その他 2 3 2 3 3
合　計 314 574 830 1,001 442

年度
対象

■差押件数 ▼
納
税
相
談
は
お
早
め
に

　
納
期
限
内
に
納
付
す
る
こ
と
が

難
し
い
人
は
、
早
め
に
納
税
課
ま

で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
納
期
限
内
に
納
付
す
る
こ
と

が
困
難
だ
か
ら
」
と
未
納
の
ま
ま

に
し
て
お
く
と
、
延
滞
金
に
よ
る

負
担
が
発
生
す
る
ほ
か
、
滞
納
処

分
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
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お誘い合わせのうえ、来場ください
11 月はイベントの秋 ……………… ４

「さしのべて　あなたのその手　いちはやく」
11 月は児童虐待防止推進月間 …… ５
平成 29 年４月入園
保育園・こども園園児募集………… ６
第３期参加者募集
英語で遊ぼう………………………… ６
富里市出身の伊藤裕之さんがプロバスケット選手に　ほか
とみさとプラザ……………………… 14
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